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事例２：フロン類の回収、引取り、再生販売ビジネス 
[中京フロン株式会社 愛知県名古屋市] 

https://fron.co.jp/ 
 中京フロンは、第一種フロン類充填回収業者の登録(全国 47 都道府県)、第一種フロン類再生業者(本社
工場、東京工場、大阪工場、浜松工場、富山工場)とフロン類破壊業者の許可、第一種フロン類引取り業
者(本社、東京支店、大阪工場)の認定を得た事業者である。 

 業務内容は、フロン類の回収及び処理(蒸留再生処理、無害化処理)、フロン類の新品及び再生品の販売、
回収容器の法定再検査、リース、販売、フロン類の回収機材及び再生機材の販売、臭化リチウム養液の回
収及び処理、ハロゲン化物消火設備のハロンガス容器撤去及び処理、絶縁ガス(SF6)の回収及び無害化処
理となる。 

 中京フロンは、冷媒再生について、自社で回収、もしくは第一種フロン類引取り業者(省令 49 条認定)に基づ
き引き取ったフロン類を蒸留再生し、販売する事業を展開している。 

 自社で回収、もしくは引き取られたフロン類の内、純度 99.8%以上のものだけを蒸留再生し、販売している。 
 「再生フロンガスの販売」では、「リフロン」というブランドで、R-22 と R-410A を NRC 容器(再充塡不可)で販売
している。 
回収容器のレンタル事業で対象となる回収容器は、FC1 類(耐圧試験圧力 3.0MPa のもの、と FC3 類(同
5.0MPa のもの)であり、100kg と 20kg が用意されている。 
 
図 中京フロンの第一種フロン類引取業者認定(省令 49 条認定)による引取り処理フロー 

 
出典 中京フロンホームページ https://fron.co.jp/processing-re/ 

出典：中京フロン株式会社への調査に基づき NRI 作成 
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事例３：欧州における冷媒の循環利用に係る取り組み 
[ダイキン株式会社] 

 オランダに本社があり、オランダ、ルクセンブルグ、ベルギー、フランス、ドイツ、オーストリアに 1,400 を超える店舗を
展開している、国際的な非食料品のディスカウンターである Action 社は、ダイキン工業が提供する回収冷媒を
再生し、再度、店舗で使用するプログラムを採用している。 

 2019 年の半年で、Action 社の 12 の店舗から R-410A を回収、再生し、10 の新しい Action 社の店舗で使
用される空調機器に充塡された。 

 実際には、図の通り、市中で回収された冷媒とバージンのガスを混合し、ダイキン工業の空調機器製造ラインで
再利用され、Action 社の新規店舗に設置されている。 
 
図 ダイキン工業による欧州で進める冷媒再生、利用の取り組み 

 
出典 ダイキン工業中央ヨーロッパホームーページ  
https://www.daikin-ce.com/en_us/about/references/action-reclaimed-refrigerant-allocation.html 

出典：ダイキン工業株式会社への調査に基づき NRI 作成 
 
(2)レトロフィットに係る事例 

レトロフィットの実施に当たっては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
施行規則、第十四条(フロン類の充塡に関する基準)五項において、『使用して安全上支障がないものであることを当
該第一種特定製品の製造業者等に確認すること』と規定されている。 

高圧ガス保安法では、高圧ガス製造者として、第一種製造者に該当する場合、都道府県等からの許可が、第二
種製造者の場合、都道府県等への届出が必要となる。その他製造者については、手続きは必要とされないが、次の
技術上の基準を守らなければならない、とされている。 
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(その他製造に係る技術上の基準) 
①製造設備の設置又は変更の工事を改正した時は、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上
の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行う
ものに限る。)を行った後でなければ製造をしないこと。 
②特定不活性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な
措置を講じること。 

出典：高圧ガス保安協会資料 
 
レトロフィットに係る事例として、日本企業における２つの国内事例を次の通り、整理する。 
 
事例１：スーパーマーケットで使用されている別置形ショーケースへの R-449A(GWP:1397)冷媒のレトロフィット 

[三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社] 
 岩手県を中心に東北エリアに 50 店舗以上のスーパーマーケットを展開している企業で、冷凍冷蔵機器につい
て、冷媒を R-404A から R-449A へのレトロフィットが実施された。 

 レトロフィット実施後、電力消費量の比較で、平均約８％程度の削減が確認されている。 
 入れ替え後の冷凍能力も問題は無く、レトロフィット作業に要した時間も約 4 時間となった。 
 レトロフィット前に古くなったフィルターと冷凍機が交換された。 

出典：三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社ホームページ情報から NRI 作成1 
 
事例２：工場で使用されているターボ冷凍機への R-1224yd(Z)(GWP:1 以下)冷媒のレトロフィット 

[荏原冷熱システム株式会社] 
 2018 年 4 月に販売開始された RTBA 型ターボ冷凍機は、冷媒に不燃性で低毒性である R-1224yd(Z)が冷
媒に採用されている。低 GWP 冷媒を採用しながら成績係数 COP が 6.4 と優れている点が特徴となっている。 

 同社では、この技術を活用し、一部の部品を入れ換えることにより、R-245fa を使用してきた既存のターボ冷凍
機に対いて、R-1224yd(Z)を使用することを可能とする技術を開発した。 

 冷媒転換には一部、部品の変更が伴うことから、オーバーホールのスケジュールに合わせたレトロフィットの実施が
可能とされている。 

出典：荏原冷熱システム株式会社ホームページ情報2から NRI 作成 
 

 

  

 
1 https://www.mc-fluoro.co.jp/mcf-wp/wp-
content/uploads/2021/03/%E3%80%90%E8%A3%BD%E5%93%81%E6%8E%A1%E7%94%A8%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%80%91%E3
%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%9C%AC%E7%94%BA%E5%BA%97%E6%A7%98_%E3%82%AA%E3%83%97%E3%83
%86%E3%82%AA%E3%83%B3%E2%84%A2XP40-R-449AFinal-0329rev.pdf 
2 
https://www.ers.ebara.com/introduc/news/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A8%AD%E5%82%99%E3%81%A8%E9%85%8D%E7%AE%A1
%E5%B7%A5%E4%BA%8B2020_5_K2003_05.pdf 
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2. 指定製品関係 
(1)指定製品の拡大に向けた検討 

①A2L 冷媒を使用したビル用マルチエアコン 
令和 2 年 2 月 14 日に公表された「新たな指定製品の目標値及び目標年度の設定等について（案）/経済産

業省化学物質管理課オゾン層保護等推進室」、「2. 指定製品の最新の動向、(1)総論、及び(2)各論」において、
業務用エアコンについては、以下が示されている。 

 
総 論 
業務用エアコンディショナーのうち、「ビル用マルチエアコンディショナー」については、低 GWP 微燃性冷媒（HFC-
32）の適用検討が機器メーカー各社にて実施されているとともに、（一社）日本冷凍空調工業会（以下、日 
冷工）を事務局とした、「ビル用マルチエアコンのステークホルダー会議」が設置され、機器メーカー、設備設計業
者、施主、建築事業者等を交え課題解決に向けて関係者による議論が進められており、2020 年度中に指定製 
品化を行う前提とし、目標年度は 2025 年度を目指すこととしてはどうか。 
 

各 論 
①ビル用マルチエアコン 
「中間とりまとめ」では、「業務用の分離型であって１の室外機に２以上の室内機を接続して用いる構造のもので
各室内機を個別に制御するもの（ビル用マルチエアコンディショナー）」について、以下の理由により、目標値及び
目標年度を設定することは妥当ではないとされた。 
 
＜目標値及び目標年度の設定が妥当でないとされた理由＞ 
冷媒充塡量が非常に多く、ビル内の複数の部屋に冷媒を循環させて個別に温度調整することを前提にしてい
るところ、冷媒漏えい発生時には室内に大量の冷媒が充満することとなるため、店舗・オフィス用エアコンディショ
ナーとは別途の微燃性冷媒使用に係る安全性評価の実施が必要であり、現時点では評価中（未了）。安
全性評価終了後も、別途、機器又は使用環境に係る安全性確保のための措置の検討が必要となる見込
み。 

 
 その後、ビル用マルチエアコンディショナーへの低 GWP 微燃性冷媒（HFC32）の適用検討は機器メーカー各

社にて実施。 
 機器の普及のためには製品開発のみならず、安全を確保するために種々の建物を考慮した設置施工に係る

手法の検討と普及に向けた施策が必要であり、施主、建築事業者、設備設計事業者や設備事業者等との
連携が必要。 

 今般、こうした関係者による会合として、日冷工を事務局とした「ビル用マルチエアコンのステークホルダー会議」
が立ち上がり、連携について一定の進展が見られると考えられる。 

 こうしたことから、2029 年の極めて厳しい規制の達成のためにも、2020 年度中に指定製品化を行うことを目
指すとしてはどうか。その際、目標については、HFC-32 の使用を想定していることから、既に目標設定している
家庭用エアコンと同等に 750 とし、目標年度については、キガリ改正による削減が一段と厳しくなることに対
応することも考慮し、今後の業界内での議論を経て決定することとするが、早期の達成が望ましく 2025 年度
までを目指すこととしてはどうか 
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図表 4 一般財団法人日本冷媒環境保全機構の提案 

 

 

出典 「冷媒フロン対策の変遷と将来課題・解決 ～フロン類の管理とフロン排出抑制法の遵守～」 一般財団法人日
本冷媒環境保全機構 https://jreco-rams.jp/common/pdf/latest_information/freon_20210625.pdf 
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フロン排出抑制法では、第 4 条第 2 項と第 5 条に以下の規定がある。 
 
図表 5 フロン排出抑制法の第 4 条第 2 項と第 5 条 
第四条（製造業者等の責務） 

２ 指定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指
定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の
程度（次条第一項及び次章第二節において「使用フロン類の環境影響度」という。）の低減その他フロン類
の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の
合理化のために講ずる施策に協力しなければならない。 

 
第五条（指定製品及び特定製品の管理者の責務） 

指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用
等に努めなければならない。 

出典 フロン排出抑制法 
 
上記及び第十三条などに基づき、指定製品の製造業者等は低 GWP の機器を製造し、指定製品の管理者は、

その製品の使用等に努めることが規定されている。 
図表４の概念に基づき、モントリオール議定書キガリ改正の遵守と指定製品制度との関係を以下の図に示す。 
第 15 回産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ 資料 3-

1 フロン排出抑制法に基づくフロン類使用見通し（案）でも示された通り、キガリ改正の 2029 年から 2034 年の
間の目標値を達成するためには、出荷される冷媒使用機器の GWP の加重平均値で 450 程度とすることが求めら
れており、これは、指定製品制度の活用により達成していくことが求められている。 
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(2)プレチャージ輸入品に関する調査 
① 店舗・事務用エアコン、一体型冷凍冷蔵機器（コンデンシングユニット、業務用一体型冷凍冷蔵機器・内蔵シ

ョーケース） 
a. 調査票の作成 

この製品カテゴリーについては、昨年度、一般社団法人日本冷凍空調工業会の協力を得て、同工業会から関
係企業に調査票を配布して頂くことで実施し、関係する各企業から回答を得た。本年度は、昨年度回答を得た
企業に直接、調査票を配布した。 

調査票は製品毎冷媒別に次頁の通り作成した。なお、平成 30 年度、令和元年度の数値情報は昨年度調
査で把握されていることから、回答があった内容を配布前調査票に入力された状態として、訂正についても受け付
けた。 

プレチャージ輸入品は、機種により 1 台当たり冷媒充塡量が異なることがあり、今後の傾向として、冷媒充塡量
の違いによる輸入量の増減を確認するため、本調査では、1 台当たり冷媒充塡量が異なる機器毎に記入頂き、
さらに、今後の傾向について、定性的に回答頂く方法を採用した。 
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図表 8 製品毎冷媒別に作成した調査票（店舗・事務所用エアコン、R-407C の例） 

 
 
  

1台当たり冷
媒充塡量

(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(g/年)

1台当たり冷
媒充塡量

(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(g/年)

1台当たり冷
媒充塡量

(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(g/年)

計 0 0 計 0 0 計 0 0
(1) (2) (3)=(1)×(2) (1) (2) (3)=(1)×(2) (1) (2) (3)=(1)×(2)

問 上記対象機器、対象冷媒製品について、今後3～5年程度期間の国内出荷を目的に輸入する機器の増減の見通しについて、選択肢を選び欄に○を記入して下さい。

1. 増加する 2. 変わらない 3. 減少する

令和2年度（4月～3月）に国内出荷を目的に輸入した機器で、冷媒が充填された状態で輸入しているもの（プレチャージ品）について、機器別冷媒毎にシートを分けて作
成しております。各シートに該当する機器・冷媒について、異なる1台当たり冷媒充填量の別に年間輸入台数を記入して下さい。
平成30年度、令和元年度は昨年度調査にて記入頂きました内容です。

本調査票の対象機器
店舗・事務所用エアコンディショナー（第一種特定製品のうち、建築物において、店舗、事務所等の用途に供する部分における空
気調和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、表二に掲げるもの以外のものをいう。）
(表二：表二シートを参照）

本調査票の対象冷媒 R-407C

上記で記入された数値情報について以下の設問に回答下さい。

本調査は以上です。ご協力、ありがとうございました。

以下は、1台当たり冷媒充塡量が異なる機器毎に記入して下さい。なお、記入欄が足りない場合は、適宜、挿入追加して下さい。

平成30年度 令和元年度 令和2年度

型式もしく
はシリーズ

名称

型式もしく
はシリーズ

名称

型式もしく
はシリーズ

名称









 

20 

② カーエアコン 
a. 調査票の作成 

この製品カテゴリーについては、一般社団法人日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合の協力を得て、
各機関から関係企業に調査票を配布して頂くことで実施した。 

調査票は次の通り作成した。 
なお、平成 30 年、令和元年の数値情報は昨年度調査で把握されていることから、回答があった内容を配布前

調査票に入力された状態として、訂正についても受け付けた。 
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図表 22 調査票 

 

問い合わせ先： 経済産業省オゾン層保護等推進室
担当

平成30年

1台当たり冷媒(R-134a)充塡量
(g/台)

平成30年自動車輸入台数（通関実績）
(台/年)

平成30年に冷媒を充塡した状態で輸入され
た(通関実績)車両に含まれるR-134a冷媒の

量
(g/年)

① ② ③=①×②

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 0 0

令和元年（平成31年）

1台当たり冷媒(R-134a)充塡量
(g/台)

令和元年自動車輸入台数（通関実績）
(台/年)

令和元年に冷媒を充填した状態で輸入され
た(通関実績)車両に含まれるR-134a冷媒の

量
(g/年)

① ② ③=①×②

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 0 0

令和２年

1台当たり冷媒(R-134a)充塡量
(g/台)

令和２年自動車輸入台数（通関実績）
(台/年)

令和２年に冷媒を充塡した状態で輸入された
(通関実績)車両に含まれるR-134a冷媒の量

(g/年)
① ② ③=①×②

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 0 0

昨年度調査で記入頂いた担当の方の連絡先等は以下の通りです。

氏 名 連絡先電話番号

E-mailアドレス

本年度調査で上記以外の方が記入された場合、ご担当の方の連絡先等を以下に記入して下さい。

氏 名 連絡先電話番号

E-mailアドレス

本調査は以上です。ご協力、ありがとうございました。

輸入者((貴社)の名称

経済産業省 令和３年度 フロン類及び指定製品の製造業者等に関する調査

令和２年（1月～12月）に輸入した自動車に搭載されているエアコンディショナーで、冷媒(R-134a)が充填された状態で輸入しているもの（プレチャージ品）につ
いて、車種別に1台当たり冷媒充填量と自動車輸入台数（通関実績）を記入して下さい。
平成30年、令和元年は昨年度調査にて記入頂きました内容です。記入欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

本調査票
記入担当者

乗用車

計

区 分
型 式
または
車 名

貨 物

区 分
型 式
または
車 名

貨 物

本調査票
記入担当者

乗 合

乗用車

計

輸入者((貴社)の名称

区 分
型 式
または
車 名

貨 物

乗 合

乗用車

計

乗 合





 

23 

(3)中長期的なフロン類フェーズダウンに向けた検討調査(可燃性冷媒を使いこなす社会の実現に向けて) 
①冷媒の分類 

冷媒は、ISO817/ASHRAE34 により、燃焼性と毒性の観点から、次の通り分類されている。 
 

図表 24 ISO817/ASHRAE34 による冷媒の分類 

 

出典 Chemical, Physical, and Environmental Properties of ASHRAE 34 and ISO 817 CHAPTER TWO/ AHRI 
 
また、冷媒の燃焼性と毒性による分類と GWP との関係としては、次の整理がある。 
中長期的に冷媒を考えると、GWP は低いことが求められ、次の図に見られる通り、HFO や HCFO、その混合であ

る、R-454A や R-454C、R-457A などの混合冷媒、さらに、R-290、NH3、CO2 が候補として考えられる。 
燃焼性と毒性という面で、各冷媒の状況を整理すると次となる。 

 HFO-1336mzz(Z)や HCFO-1233zd(E)などの A1 冷媒については、既存のインフラに変更を加えることがなく
適用可能である。なお、A1 冷媒である CO2 については、作動時の圧力が高いことから、機器側での安全対策
が必要となっている。 

 HFO-1234yf や HFO-1233ze などの A2L についても、既に規格が定められ、順次、適用が進められている。 
 NH3 になどの B2L 冷媒については、毒性が明確に管理される用途に限られており、大型の冷凍倉庫などで
CO2 との二元式を採用するなどでシステムとして実用化が図られている。 

 R-290 などの A3 冷媒については、一体型の小型冷凍冷蔵機器で既に導入が進みつつある。 
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図表 25 冷媒の燃焼性と毒性による分類と GWP との関係整理 

 

出典 US Refrigerant Regulations Update and Emerging Trends/ Jennifer Butsch, Rajan Rajendran, and Ken 
MonnierE360 Breakfast, Orlando 2020 / EMERSON 

 
A2L 冷媒については、短期的な対応が既に進められており、B2L 冷媒については、その用途について、毒性が明確

に管理されることが前提として使用されることから、中長期的なフロン類フェーズダウンに向けた検討としては、今後、ス
ーパーマーケットやコンビニエンスストア、さらに、一般の家庭でも使用されることが想定される A3 冷媒を対象とする。 

 
②冷媒に係る規格や基準などの整理と冷媒充填量制限 

冷媒は世界的に使用されており、世界的に整備されている規格や基準などと、それに対する日本の規格などを整
理すると次となる。 

冷媒充填量制限は、ISO5149 と IEC60335 の双方で規定されている。ISO5149 と IEC60335 の関係は、NEDO
報告書において以下の通り、まとめられている。 

 
図表 26 ISO5149 と IEC60335 の関係 

「次期の改定については、ISO 5149-1、2、3 は 2024 年に向けて、ISO 5149-4 は 2022 年に向けて検討が
進められている。ISO 5149 は、IEC 60335-2-40 や IEC 60335-2-89 のような個別の機器の安全規格と並列
して存在しており、個別の規格がある場合はそれらが ISO5149 よりも優先して適用される。ただし、個別の規格が
ない冷凍空調に関連する製品も存在するため、ISO 5149 は IEC 規格と整合を採っていく必要があると考えられ
ている。このため、次期の改定においては，個別の機器に対する IEC 規格との整合性をいかに確保していくかが
重要なポイントとなっている。 

現時点の IEC 60335-2-40 は 2018 年 1 月に発行された Ed.6 であるが、すでに次期 Ed.7 の委員会原
案 CDV が 2020 年に採択されており、2021 年の改定発行を目標として検討が進められている。」 

出典 NEDO「次世代冷媒･冷凍空調技術の基本性能･最適化･評価手法および安全性･リスク評価」第 3 部次世代
冷媒の規制・規格の調査/公益社団法人日本冷凍空調学会次世代冷媒に関する調査委員会/2021 年 3 月 31 日 
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ISO5149 の冷媒充填量基準は，ISO 5149 パート１の附属書 A に定められており、下記の手順で決定する。 
 
図表 28 ISO5149 の冷媒充填量基準の決定 

① ３つの占有カテゴリーと４つの設置場所分類でどの分類に当てはまるか定める。 
３つの占有カテゴリー 

 

４つの設置場所分類 
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② ①の分類に当てはめて、提示されている表を基に、毒性等級による冷媒充填量の制限値を求める。 
提示されている表 
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③ ①の分類に当てはめて、提示されている表を基に、燃焼性等級による冷媒充填量の制限値を求める． 

 
※表中で参照している A.4 および A.5 は，ISO 5149-1 の附属書 A の節番号 

出典 NEDO「次世代冷媒･冷凍空調技術の基本性能･最適化･評価手法および安全性･リスク評価」第 3 部次世代
冷媒の規制・規格の調査/公益社団法人日本冷凍空調学会次世代冷媒に関する調査委員会/2021 年 3 月 31 日 
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IEC60335-2 における最大冷媒充塡量は、-40 と-89 のそれぞれの附属書 GG で規定されており、冷媒充填量の
制限は、ISO5149 と同様、制限係数により制約され、また、-40 における毒性等級 B の冷媒は ISO5149 に従うな
ど、一部で ISO5149 を参照する関係がある。 

 
IEC60335-2-40 は改訂作業が進められているが、現状では、燃焼等級 2 及び 3 の冷媒については、m1=4×LFL、

m2=26×LFL、m3=130×LFL の 3 つの制限係数が設定され、例えば、換気されていない場所での最大冷媒充填量
は、m1<mc<m2 の範囲として、次の式を満たすことが求められる。 

 
図表 29 換気されていない場所での最大冷媒充填量の計算例 

 

 

出典 NEDO「次世代冷媒･冷凍空調技術の基本性能･最適化･評価手法および安全性･リスク評価」第 3 部次世代
冷媒の規制・規格の調査/公益社団法人日本冷凍空調学会次世代冷媒に関する調査委員会/2021 年 3 月 31 日 

 
2020 年 10 月 30 日に可決された IEC 60335-2-40 の改訂案(ED7)では、天井高が 2.2m で広さが 20m2 ある部

屋の場合、天井に取り付けられたルームエアコンには 334g の R290 充填量が許可され、同条件の部屋の場合、
R290 の制限は以下になるとされている3。 

 標準の分割システムの場合：334g 
 堅牢な設計で追加の構造要件を満たす場合：585g 
 十分な気流が確保されている場合：836g 

 
3 「IEC がルームエアコンの炭化水素充填量引き上げに関する改正案を提出」/ ACCELERATE/ 
https://acceleratejapan.com/iec-rac-hc-chargelimit/ 
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※冷媒漏えいを確実に検出するため、ガス検出器が必要になる場合がある。 
 安全遮断弁を使用し、R290 の漏えい量が制限量未満になるよう設計した場合：988g 
 

IEC60335-2-89 では、最大冷媒充塡量が LFL の 13 倍と 1.2 kg のうち小さい値と規定されている。A3 冷媒であ
る R290 の場合、LFL が 0.038 kg/m3 であり、最大冷媒充塡量は 0.494 kg となる。また、IEC 60335-2-89 で、
0.15 kg 超の可燃性冷媒が充塡された機器を設置する部屋は、冷媒量が部屋の容積に対し LFL の 1/4 となる最小
設置床面積以上の床面積を持っていなければならないと規定されたことから、最大冷媒充塡量の 0.494 kg の 
R290 を充塡した機器は 23.7m2 以上の床面積の部屋に置かなければならない4。 

0.15 kg 超の可燃性冷媒が充塡された機器に求められる要件は次の通り。 
 
図表 30 0.15 kg 超の可燃性冷媒が充塡された機器に求められる要件 

 Refrigeration circuit has to be hermetically sealed 
 Refrigerant-containing parts shall be protected and not be an accessible part 
 Appliance shall be constructed to not cause excessive vibration or resonance 
 Appliance shall be marked with the minimum room floor area in which the appliance is permitted to be 
installed (With some exceptions) 

 Air-flow is the main factor to minimize the risk of flammable cloud around the appliance 
 Appliance shall be constructed to pass the Annex CC test to prevent flammable refrigerant concentration 
 In case of doors/drawers the Annex CC includes door opening test after full charge release inside closed 
cabinet 

出典 New Charge Limits In The Commercial Sector And Overview Of Other Standards Related To Flammable 
Refrigerants/ Marek Zgliczynski, R&D Director, Embraco North America 

 
可燃性冷媒の普及で鍵となる、IEC 60335-2-40 と IEC60335-2-89 の状況を踏まえると、中長期とは言え、現状

で普及に向けた検討が行える機器は、以下となる。 
 HFC 冷媒で充填量が 2kg 程度未満(R-290 で 1kg 程度未満)のルームエアコン 
 HFC 冷媒で充填量が 1kg 程度未満(R-290 で 500g 程度未満)の業務用一体型冷凍冷蔵機器 

 
③A3 冷媒を使用した機器のリスクアセスメントの実施 

このような中で、（一社）日本冷凍空調工業会は、A3 冷媒を使用した家庭用エアコンと内蔵ショーケースに係るリ
スクアセスメントの結果を公表している。 

「A3 冷媒を使用した家庭用エアコンのリスクアセスメント結果と今後の対応 高市健二ら、2021 年」では、「輸送・
保管時」、「据付時」、「使用時の室内と室外」、「修理時」、「撤去時」について、「A3 冷媒を使用した内蔵ショーケー
スのリスクアセスメント及び安全規格 山下浩司ら、2021 年」では、「初期設置時 (輸送時、設置時に機器の初期
不良を含む)」、「使用時」、「作業時 (修理時、撤去時)」といったライフサイクル全般に亘るリスクアセスメントの取り
組みが示されている。 

 
 

 
4 「A3 冷媒を使用した内蔵ショーケースのリスクアセスメント及び安全規格」山下浩司ら、2021 年 












